
　様式第５－(ｲ)－③

令和 年 月 日
吹田市長　宛

　私は、表に記載する業を営んでいるが、下記のとおり、 （注２） が生じて

(表)

※

売上高等
⑴

（Ｂ－Ａ）÷Ｂ×100
％

Ａ：申込時点における最近３か月間の指定業種に属する事業の売上高等　 円

Ｂ：Ａの期間に対応する前年同期の３か月間の指定業種に属する事業の売上高等 円

Ｄ：Ａの期間に対応する前年同期の３か月間の全体の売上高等 円

⑵
（Ｄ－Ｃ）÷Ｄ×100

％

Ｃ：Ａの期間の全体の売上高等 円

Ｄ：Ａの期間に対応する前年同期の３か月間の全体の売上高等 円

第 号
令和 年 月 日

申請のとおり、相違ないことを認定します。
（注）本認定書の有効期間　：　令和 年 月 年 月 日まで

認定者　吹田市長　後藤圭二　印

①

②

認定権者記載欄

5 12 15

中小企業信用保険法第２条第５項第５号の規定による認定申請書（イ－③）（その１）（注１）

代表者名
〇〇　△△

いるため、経営の安定に支障が生じておりますので、中小企業信用保険法第２条第５項第５号の規定に基づ
き認定されるようお願いします。

売上高の減少

割合 17.6

表には、指定業種であって、売上高等の減少等が生じている事業が属する指定業種（日本標準産業分類の細分類番
号と細分類業種名）を記載。当該指定業種が複数ある場合には、その中で、最近１年間で最も売上高等が大きい事
業が属する指定業種を左上の太枠に記載。

記

前年の企業全体の売上高等に対する、上記の表に記載した指定業種（以下同じ。）に属する事業の売上
高等の減少額等の割合

0961 精米・精麦業

吹田市長から認定を受けた後、本認定の有効期限内に金融機関又は信用保証協会に対し
て、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

（注２） 　　　　　には、「売上高の減少」又は「販売数量の減少」等を入れる。

（留意事項） 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

日から令和

（注１） 本様式は、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を
与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合に使用する。

吹田市 記入例町16-10

485,981

738,241

1,429,886

事業所
所在地

1,031,676

1,429,886

企業全体の売上高等の減少率

減少率 27.8

法人名
又は屋号

〇〇商店記入例



　様式第５－(ｲ)－③

令和 年 月 日
吹田市長　宛

　私は、表に記載する業を営んでいるが、下記のとおり、 （注２） が生じて

(表)

※

売上高等
⑴

（Ｂ－Ａ）÷Ｂ×100

％

Ａ：申込時点における最近３か月間の指定業種に属する事業の売上高等　 円

Ｂ：Ａの期間に対応する前年同期の３か月間の指定業種に属する事業の売上高等 円

Ｄ：Ａの期間に対応する前年同期の３か月間の全体の売上高等 円

⑵
（Ｄ－Ｃ）÷Ｄ×100

％

Ｃ：Ａの期間の全体の売上高等 円

Ｄ：Ａの期間に対応する前年同期の３か月間の全体の売上高等 円

①

②

中小企業信用保険法第２条第５項第５号の規定による認定申請書（イ－③）（その１）控え（注１）

法人名
又は屋号

〇〇商店

代表者名
〇〇　△△

吹田市

15

事業所
所在地

1,031,676

1,429,886

いるため、経営の安定に支障が生じておりますので、中小企業信用保険法第２条第５項第５号の規定に基づ
き認定されるようお願いします。

減少率

485,981

738,241

1,429,886

27.8

表には、指定業種であって、売上高等の減少等が生じている事業が属する指定業種（日本標準産業分類の細分類番
号と細分類業種名）を記載。当該指定業種が複数ある場合には、その中で、最近１年間で最も売上高等が大きい事
業が属する指定業種を左上の太枠に記載。

記

前年の企業全体の売上高等に対する、上記の表に記載した指定業種（以下同じ。）に属する事業の売上
高等の減少額等の割合

割合 17.6

企業全体の売上高等の減少率

認定権者記載欄

精米・精麦業0961

5 12

売上高の減少

記入例町16-10

吹田市長から認定を受けた後、本認定の有効期限内に金融機関又は信用保証協会に対し
て、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

（注１） 本様式は、指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を
与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合に使用する。

（注２） 　　　　　には、「売上高の減少」又は「販売数量の減少」等を入れる。

（留意事項） 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

記入例



令和 年 月 日

業種別売上高等

月 月

円

全体の売上高等

月 ～ 月

円

⑴

円

円

⑵

円

円

【表２】

精米・精麦業0961

合計
※１： 認定申請書（その１）の表には、表１に記載する指定業種（日本標準産業分類の細分類番号と細

分類業種名）と同じ業種を記載。売上高等が把握できている指定業種のみの記載でも可。

485,981 円【A】738,241 円【B】 252,260

※２： 行が足りない場合は、６行目に残りの業種について記載すること。

b c=a-b

【B】 738,241

※注意点

前年同期の企業全体の売上高等に対する、指定業種に属する事業の売上高等の減少額
等の割合

1,031,676

485,981
×100 =

a

認定申請に当たっては、表１に記載している指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類等（例
えば、取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など）の提出が必要になる場合がありま
す。

企業全体の売上高等の減少率

円－【C】

【D】 1,429,886

1,031,676
×100 = 27.8 ％≧5.0％

【D】 1,429,886

　吹田市長　宛

売上高等が減少している
指定業種（※１）（※２）

代表者名
〇〇　△△

最近３か月間の
前年同期の売上高等

最近３か月間の売上高等

9 ～11
減少額等

法人名
又は屋号

〇〇商店

　次の記載事項に相違ありません。

１　売上高等実績

【表１】

d=b-c

円 252,260 円

a b

485,981 円738,241

c

5 12 15

事業所
所在地

吹田市 記入例町16-10

中小企業信用保険法第２条第５項第５号の規定による認定申請書（イ-③）（その２）

減少額等

17.6 ％≧5.0％
【D】 1,429,886

円【D】 398,2101,429,886

２　売上高等減少率

円－【A】

円【C】

最近３か月間の
前年同期の売上高等

最近３か月間の売上高等

9 11

記入例



※

※

　上記各項目に記載の金額は、当社の売上高等と相違ありません。

年 月 日

５号(ｲ)－③用

月　別　売　上　表

（単位：円）

（企業全体）

数値は全て１円単位で記入してください。

直近月までのすべての売上高等の記載が必要です。

402,101

498,134 380,164

12月

454,545

420,674

400,051

648,314

612,201 598,431 600,013

令和 5

642,241 594,134

431,001 420,351 249,41111月

10月

468,213 414,531

513,413

534,561 511,401

345,641 362,431

461,242 431,512

６月

222,453

500,004513,201 513,141

891,242 800,124

224,556 201,421

〇〇　△△

法人名又は屋号

代表者名

〇〇商店

12 15

令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

１月

７月

８月

９月

２月

326,445 310,210 301,854

３月

４月

５月

記入例



※

※

　上記各項目に記載の金額は、当社の売上高等と相違ありません。

年 月 日

代表者名 〇〇　△△

数値は全て１円単位で記入してください。

直近月までのすべての売上高等の記載が必要です。

令和 5 12 15

12月 500,156 394,671

169,979

法人名又は屋号 〇〇商店

11月 213,641 224,621 164,986

10月 401,650 194,646 151,016

９月 201,311 318,974

８月 136,749 189,467 166,324

７月 164,045 65,144 156,489

６月 168,136 164,500 213,015

５月 213,054 358,811 461,041

４月 113,546 164,791 208,564

３月 201,312 213,130 353,011

２月 151,311 131,310 98,979

１月 212,341 213,101 191,441

５号(ｲ)－③用

月　別　売　上　表
（売上が減少している指定業種）

（単位：円）

令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

記入例


